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１．育児・介護休業法の改正について
２．副業・兼業の解禁について
３．キャリアコンサルティングの義務化（努力）について

（新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画R4.6.7資料より抜粋）
安価な労働力供給に依存してコストカットで生産性を高めてき

たわが国も、労働力不足時代に入り、人への投資を通じた付加
価値の向上が極めて重要となっている。

各論の中に、キャリアコンサルティングを受けられる体制の整備、
副業・兼業をさらに推し進めること、育休の取得促進が盛り込まれて
います
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１．育児・介護休業法の改正について

３
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産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象 出所 厚労省ﾘｰﾌﾚｯﾄ 8
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10
出所 厚労省ﾘｰﾌﾚｯﾄ



11
出所 厚労省リーフレット
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2017出典 厚労省 父親の仕事と育児両立読本 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽガイド

2118出所 東京労働局 説明会資料
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男性育児休業の職場への効果
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育児休業をヒントにサバティカル休暇の導入

27

課長がサバティカル休暇（長
期休暇）を取得し、その間Ａ
さんが課長代行しマネジメン
トスキル習得

Ｂさんがサバティカル休暇を
取得しリフレッシュ、その間
Ｃさん、Ｄさんが業務分担し
スキルアップ
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２．副業・兼業の解禁について
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（出所）ﾘｸﾙｰﾄ「兼業・副業に関する動向調査2020」 27
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人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要
であり、兼業・副業などの多様な働き方への期待が高まっています。

兼業・副業は、新たな技術の開発、オープンイノベーション、起業の手段や第２の人生の準備として
有効とされており、「働き方改革実行計画」において、副業・兼業の普及を図るという方向性が示さ
れています。

◆兼業・副業の課題等
・副業・兼業を希望している人は多いが、希望通り
行うことができない
（希望者数 368万人､副業している人数234万人）

・労働時間の把握が難しい

・海外では副業・兼業を通じた起業が多い
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その上で次の様な事由に該当する場合

９
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会 会社として取組みたい事項

１．会社の方針決定

①副業・兼業を自由とするか、制限するか、それとも禁止するかについて決める

②（認める場合）自社の状況をみて、期待するメリットを明確にする

③（禁止の場合）裁判所の判断に適応できるか検討する（ハードルは非常に高い）

２．認める場合の手続き・ルール、安全配慮義務の履行措置等の明確化

①従業員からの申出書と確認・擦り合わせ、合意書を作成する

②従業員の職務専念義務等に関する誓約書を受領する

③副業・兼業の状況報告、労働時間の報告とそれらに基づき本人と安全・健康について確認する

３．就業規則の整備

①会社の方針に基づき規定を整備する

②制限する場合の理由等を明記する

③従業員の安全、健康への支障が発生した場合の措置を検討し、明記する

４．従業員への周知、メッセージ発信

①会社の方針、手続き・ルールについて全従業員に周知する

②業務委託等によるトラブル予防について全従業員に周知する（禁止の場合もメッセージ発信）

③勤務間インターバル等の健康管理方法について周知する
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出所 厚労省「副業・兼業の促進に関するガイドラ
イン 分かりやすい解説」
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・

出所 厚労省「副業・兼業の促進に関するガイ
ドライン 分かりやすい解説」
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３．キャリアコンサルティングについて
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雇用保険法・職業能力開発促進法Ｒ4年4月改正
雇用保険法

第２条 ５（定義）

この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は

職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

第６３条 ６ （新規）

職業能力開発促進法第十三条の三によるキャリアコンサルティングの機会を確保する事業主に対

 して必要な援助を行なうこと 及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行な

 うこと

職業能力開発促進法

第10条の３

事業主は、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に

即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。

１. 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にす

るために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その

他の事項に関し、情報を提供すること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、

並びに労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会の確保をすることその他の援助を行

うこと
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（出所 厚労省） 42



（出所 厚労省） 43

キャリアコンサルタント面談とは
労働者の職務経験の中での
成功体験等に基づく自覚された才能・能力、
自己・他者からの評価に基づく動機・欲求、
本人が大事にしたい事（組織の規範含む）
に基づく態度・価値について
面談を通じて本人の気づきを引き出す。

才能・能力
（ＣＡＮ）

動機・欲求
（ＷＩＬＬ）

態度・価値
（ＭＵＳＴ）

44出所 図はキャリアデザイン入門（大久保幸夫著）より



ご清聴ありがとうございました
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